
 

 

三宅構成員からの追加意見 

 

 

１．地域（地方）放送局においても、解説放送付与番組を増やす等の対

応をしていただきたい。地方の放送局では、解説放送が付与されて

いる番組が都市部と比較すると少ない。地域による解説放送の番組

の地域間格差を解消していただきたい。 

 

２．この指針における対象者について、視聴覚障害者に限定するのでは

なく、「視聴覚障害者等」ということからも、提供された放送コンテ

ンツを視覚的・聴覚的に内容の理解に困難をきたしている方々とし

ていただきたい。 

 

３．未だ難視聴地域が存在し、緊急性の高い情報を放送により受け取れ

ない方々が存在する。どこに居住していても等しく情報が受け取れ

るよう、難視聴地域の把握ならびにその解消に取り組んでいただき

たい。 
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